
定 例 会 議 
狩猟期における警察の取組について

 令和７年10月22日 

資 料 生活安全企画課

１　狩猟鳥獣・期間   

  (1)　狩猟鳥獣

　　　狩猟鳥類26種・狩猟獣類20種の合計46種（鳥獣保護法施行規則第３条） 

  (2)　高知県における令和７年度狩猟期間

令和７年11月15日から令和８年２月15日までの間 

イノシシ及びニホンジカは、令和７年11月15日から令和８年３月15日までの間 

(3)  捕獲禁止区域（法第11条第１項） 

　　　鳥獣保護区、休猟区（高知県該当なし）、公道、社寺境内、墓地等 

 

２　銃猟の危険防止措置（法第35条、第38条）などの法規制 

 (1)　禁止場所 

    ア　特定猟具使用禁止区域（銃） 

    イ　住居が集合している地域若しくは広場、駅、その他多数の者の集合する場所 

 (2)　禁止時間 

　　　日没後から翌日の日の出前まで 

 (3)　禁止の方向 

　　　弾丸の到達するおそれのある人、飼養若しくは保管されている動物、建物若し

　　くは電車、自動車、船舶その他の乗物に向かっての銃猟 

  (4)　その他規制

    ア　捕獲手段の制限（法第36条） 

爆発物、劇薬、毒薬、据 銃、危険わな及び陥穽　 
すえじゆう かんせい

    イ　鉛散弾の使用禁止（高知県告示第121号） 

     ウ　保護鳥獣の捕獲、ひな及び卵の捕獲・採取（法第８条）　等

 

３　狩猟期における警察の取組 

     猟銃等に係る事件・事故の防止に向け、狩猟期間中、各署等において取組を実施

  (1)　パトロール等の実施

 ア　「日の出前発砲」に対する警戒

 イ　猟銃安全指導委員や自治体職員との巡回等

 ウ　鳥獣保護区・特定猟具使用禁止区域（銃）に重点を置いた巡回

  (2)　猟場等における注意喚起や安全確認

  (3)  広報・啓発活動の実施

 ア　猟銃等所持者に対する指導・啓発

 イ　狩猟フェスタ2025への参画

 　　日時：令和７年10月26日（日）午前10時から午後３時30分までの間

 　　場所：高知市布師田　高知ぢばさんセンター

ウ　ミニ広報紙、県警察ＨＰやＳＮＳ等による広報

資料１ 











定 例 会 議 秋の全国交通安全運動の実施結果について 令和７年10月22日 

資 料 （令和７年９月21日～30日） 交 通 企 画 課

１　交通事故発生状況 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

　　　期間中、意識不明等の重体事故の発生はなく、死亡事故についても、平成29年

 　　以来、８年ぶりに発生はなかった。

 

２　交通指導取締り状況 

 
　 　

 　 　

 

 

 

 

３　自転車に対する交通指導取締り 

 (1)　指導、警告状況 

 

 

 

 

 

 

 (2)　違反検挙状況 

      窪川署　酒気帯び運転１件検挙

件数 死者 負傷者 件数 死者 負傷者 件数 死者 負傷者 件数 死者 負傷者 件数 死者 負傷者

令和３年 18 2 18 1 0 1 9 2 3 3 1 2 7 0 7

令和４年 17 1 19 0 0 0 10 1 10 1 0 1 5 0 5

令和５年 21 1 22 2 0 2 14 0 6 4 0 5 4 0 4

令和６年 18 1 21 3 1 3 9 0 3 2 0 2 6 0 5

令和７年 25 0 30 3 0 4 13 0 8 4 0 4 5 0 5

期間中の交通事故 こ ど も の 事 故 高 齢 者 の 事 故 歩 行 者 の 事 故 自 転 車 の 事 故

無免許 飲酒 速度 信号無視 歩行者妨害 一時不停止 その他 合計 シートベルト等

令和３年 9 10 1276 357 101 1920 1144 4817 1088

令和４年 5 2 1266 391 77 1407 1104 4252 662

令和５年 12 8 1412 354 99 1472 887 4244 696

令和６年 5 4 1721 328 95 1171 1036 4360 594

令和７年 5 6 1776 255 125 1094 1184 4445 313

信号無視 無灯火 二人乗り 一時不停止 通行禁止 通行区分 傘差し その他 合計

令和３年 11 42 14 47 8 34 6 80 242

令和４年 11 25 1 50 12 45 4 144 292

令和５年 15 89 5 93 16 27 1 208 454

令和６年 6 59 6 87 36 52 0 209 455

令和７年 11 28 1 82 25 50 3 208 408

                                                                 資料２


